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（注）  行政職員とは、行政職給料表及び事務職給料表の適用を受ける職員（5,031 人）のうち、国家公務員の福祉職俸給表の適用を受ける者に相当する職員（28 人）及び

令和２(2020)年４月１日付け新規学卒の採用者（114 人）を除いたもの 

 

給料表 職員の例 職員数 平均年齢 

 

行政職給料表 

 

一般行政職員 

人 

4,308 

歳 

42.8 

事務職給料表 小・中・高校等の事務職員 723 43.0 

研究職給料表 研究員 248 42.5 

医療職給料表(1) 医師、歯科医師  25 46.3 

医療職給料表(2) 薬剤師、栄養士等 186 42.9 

医療職給料表(3) 保健師、看護師 243 42.8 

技術職給料表(1) 学校栄養士 63 35.6 

技術職給料表(2) 学校看護師 1 ⅹ 

公安職給料表 警察官 3,377 37.7 

教育職給料表(1) 高校、特別支援学校の教員 3,379 44.4 

教育職給料表(2) 小･中学校､義務教育学校の教員  9,254 43.2 

計 21,807 42.4 
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① 給与勧告の対象職員 

令和２(2020)年４月１日現在の給与勧告対象職員（再任用職員及び休職者等を除く。）は 21,807 人（平均年齢は 42.4 歳）であり、この

うち、民間給与との比較を行っている行政職員（注）は、4,889 人（平均年齢 43.3 歳）で、全体の 22.4％となっています。 

また、教育職給料表適用職員については、57.9％と全体の半数以上を占めています。 
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勧告の取扱い決定 給与条例の改正 

 

 

 栃木県人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、職員の給与水準を民間の給与水準に均

衡させることを基本とし、人事院勧告の内容等を踏まえて、勧告を行っています。 

また、民間の特別給（ボーナス）の直近１年間（前年８月から当年７月まで）の支給実績を調査した上で、民間の年間支給割合を求め、

これに職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。 

② 給与勧告の手順 

民間給与の調査 

（企業規模 50人以上かつ事業所規模 50人以上） 

（調査対象事業所 858 事業所から 178 事業所を無作為抽出） 

職員給与の調査 

（個人別給与） 

（約 22,000 人全員を対象） 

給与改定や

諸手当の 

支給状況 

直近１年間（前年８月 

から当年７月まで）の 

ボーナスの支給状況 

民間の特別給の年間支給

割合との比較 

 
４月分給与 
 
＊給与改定の有無に関わらず調査 

４月分給与 
（行政職員） 

民間と職員（行政職員）の給与を比較（公民比較） 

仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較 

（ラスパイレス方式） 

情勢適応の原則（民間準拠） 

水準の改定、給与等制度の見直し 
各任命権者、職員団体等

の要望・意見を聴取 

人事院勧告、他の都道府県

の動向等を考慮 

県知事 県議会 条例案提出 

事業所別調査 従業員別調査 

人事委員会給与勧告・報告 
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民間の年間支給割合との均衡を図るため、支給月数を 0.05 月分引き下げ、4.45 月に改定（現行 4.50 月） 

     民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映 

 

 

     この勧告を実施するための条例の公布日から実施 

 

（参考）近年の実施状況 
 
 
 

特別給（ボーナス） 月例給 行政職員の平均年間給与 

年間支給月数 対前年比増減 改定率 増減額 率 

平成２２(2010)年 ３．９５月 ▲０．２０月 ▲０．２８％ ▲１０．０万円 ▲１．６％ 

平成２３(2011)年 ３．９５月 － ▲０．３０％ ▲１．９万円 ▲０．３％ 

平成２４(2012)年 ３．９５月 － 勧告なし(注 1) － － 

平成２５(2013)年 ３．９５月 － 勧告なし(注 1) － － 

平成２６(2014)年 ４．１０月 ０．１５月 ０．２１％ ７．３万円 １．２％ 

平成２７(2015)年 ４．２０月 ０．１０月 ０．４７％ ６．９万円 １．１％ 

平成２８(2016)年 ４．３０月 ０．１０月 ０．２７％ ５．６万円 ０．９％ 

平成２９(2017)年 ４．４０月 ０．１０月 ０．１３％ ４．７万円 ０．８％ 

平成３０(2018)年 ４．４５月 ０．０５月 ０．２０％ ３．２万円 ０．５％ 

令和元(2019)年 ４．５０月 ０．０５月 ０．０９％ ２．５万円 ０．４％ 

令和２(2020)年 ４．４５月 ▲０．０５月 （別途勧告等予定） ▲２．０万円(注 2) ▲０．３％(注 2) 

（注）１ 平成２４(2012)年及び平成２５(2013)年においては、給与水準改定以外の勧告あり。 

   ２ 令和２(2020)年における「行政職員の平均年間給与」は特別給の勧告分を示したもの。 

③ 今回の給与改定 

２ 実施時期 

１ 期末手当・勤勉手当 
 


